
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
九
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
十
二
の
項
か
ら
百
十
三
の
二
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
十

削
除

二
か

ら
百

十
三

の
二

ま
で

別
表
第
一
の
二
百
七
十
二
か
ら
二
百
七
十
五
ま
で
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百

地
域
登
録
検

農
産
物
検
査
法
施
行
令
（
平
成
七
年

十
五
万
円

登
録
申
請

七
十

査
機
関
登
録

政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
五
条
第

の
と
き
。

二

申
請
手
数
料

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
農
産

物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
四
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
の
登
録
の

申
請
に
対
す
る
審
査

二
百

地
域
登
録
検

農
産
物
検
査
法
施
行
令
第
五
条
第
一

一
万
百
円

登
録
更
新

七
十

査
機
関
登
録

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
物

申
請
の
と

三

更
新
申
請
手

検
査
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

き
。



数
料

準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
の
登
録
の

更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二
百

地
域
登
録
検

農
産
物
検
査
法

農
産
物
検
査
法
第

三
万
円

変
更
登
録

七
十

査
機
関
変
更

施
行
令
第
五
条

十
七
条
第
四
項
第

申
請
の
と

四

登
録
申
請
手

第
一
項
第
六
号

三
号
に
規
定
す
る

き
。

数
料

の
規
定
に
基
づ

農
産
物
検
査
を
行

く
農
産
物
検
査

う
農
産
物
の
種
類

法
第
十
九
条
第

を
変
更
す
る
場
合

三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法

農
産
物
検
査
法
第

十
五
万
円

変
更
登
録

第
十
七
条
第
二

十
七
条
第
四
項
第

申
請
の
と

項
に
規
定
す
る

四
号
に
規
定
す
る

き
。

登
録
検
査
機
関

登
録
の
区
分
を
変

の
変
更
登
録
の

更
す
る
場
合

申
請
に
対
す
る

審
査

二
百

削
除

七
十

五

「

牛

「

混

牛
呼
吸
器
病
五
種

千
八
百
円

注
射
実
施

別
表
第
一
の
三
百
七
の
項
中

を

混
合
予
防
注
射

の
と
き
。

牛

」

混



呼
吸
器
病
五
種

千
八
百
円

注
射
実
施

合
予
防
注
射

の
と
き
。

に
改
め
、
同
表
の
三
百
四
十
六
の
二
の
項
を
次
の

呼
吸
器
病
六
種

二
千
四
百
円

注
射
実
施

合
予
防
注
射

の
と
き
。

」

よ
う
に
改
め
る
。

三
百

長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅

住
宅

規
則
で
定

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

四
十

宅
建
築
等
計

の
普
及
の
促
進

を
新

め
る
と
こ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

六
の

画
認
定
申
請

に
関
す
る
法
律

築
し

ろ
に
よ
り

そ
れ
ぞ
れ
次

二

手
数
料

（
平
成
二
十
年

よ
う

算
定
し
た

に
定
め
る
額

法
律
第
八
十
七

と
す

建
築
物
の

ア

一
戸
建

号
）
第
五
条
第

る
場

床
面
積
（

て
の
住
宅

一
項
か
ら
第
三

合

以
下
こ
の

の
場
合
（

項
ま
で
の
規
定

項
に
お
い

イ
及
び
ウ

に
基
づ
く
長
期

て
「
床
面

に
係
る
も

優
良
住
宅
建
築

積
」
と
い

の
を
除
く
。

等
計
画
の
認
定

う
。
）
が

）

五
万

の
申
請
に
対
す

百
平
方
メ

五
千
円

る
審
査
（
三
百

ー
ト
ル
以

イ

一
戸
建

四
十
六
の
三
の

内
の
も
の

て
の
住
宅

項
に
係
る
も
の

で
あ
っ
て
、

を
除
く
。
）

住
宅
の
品

質
確
保
の

促
進
等
に

関
す
る
法

律
（
平
成

十
一
年
法



律
第
八
十

一
号
）
第

六
条
第
一

項
に
規
定

す
る
設
計

住
宅
性
能

評
価
書
（

知
事
が
定

め
る
基
準

に
適
合
し

な
い
も
の

を
除
く
。

）
の
交
付

を
受
け
た

も
の
（
以

下
こ
の
項

及
び
三
百

四
十
六
の

四
の
項
に

お
い
て
「

住
宅
性
能

評
価
適
合

住
宅
」
と

い
う
。
）

で
あ
る
場

合
（
ウ
に

係
る
も
の

を
除
く
。

）

二
万

円



ウ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

住
宅
の
品

質
確
保
の

促
進
等
に

関
す
る
法

律
第
五
条

第
一
項
に

規
定
す
る

登
録
住
宅

性
能
評
価

機
関
の
う

ち
知
事
が

定
め
る
も

の
に
よ
り
、

長
期
優
良

住
宅
の
普

及
の
促
進

に
関
す
る

法
律
第
六

条
第
一
項

各
号
（
第

三
号
及
び

第
六
号
を

除
く
。
）

に
掲
げ
る

基
準
に
適

合
す
る
と

認
め
ら
れ



た
計
画
（

以
下
こ
の

項
及
び
三

百
四
十
六

の
四
の
項

に
お
い
て

「
長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

」
と
い
う
。

）
で
あ
る

場
合

一

万
円

エ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
オ
及

び
カ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

ア
に
掲

げ
る
額
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

オ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
住

宅
性
能
評

価
適
合
住



宅
で
あ
る

場
合
（
カ

に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

二
万

八
千
円
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

カ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

ウ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

百
平
方
メ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

ー
ト
ル
を

そ
れ
ぞ
れ
次

超
え
二
百

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅



の
も
の

の
場
合
（

イ
及
び
ウ

に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

七
万

千
円

イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

住
宅
性
能

評
価
適
合

住
宅
で
あ

る
場
合
（

ウ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

二
万
四
千

円
ウ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

一
万
二

千
円

エ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
オ
及



び
カ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

ア
に
掲

げ
る
額
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

オ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
住

宅
性
能
評

価
適
合
住

宅
で
あ
る

場
合
（
カ

に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

三
万

七
千
円
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

カ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ



る
場
合

ウ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

二
百
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
五

に
定
め
る
額

百
平
方
メ

ア

一
戸
建

ー
ト
ル
以

て
の
住
宅

内
の
も
の

の
場
合
（

イ
及
び
ウ

に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

十
一

万
九
千
円

イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

住
宅
性
能

評
価
適
合

住
宅
で
あ

る
場
合
（

ウ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）



三
万
四
千

円
ウ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

一
万
七

千
円

エ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
オ
及

び
カ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

ア
に
掲

げ
る
額
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

オ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
住

宅
性
能
評

価
適
合
住

宅
で
あ
る

場
合
（
カ



に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

六
万

三
千
円
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

カ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

ウ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

五
百
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
千

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅

の
も
の

の
場
合
（

イ
及
び
ウ



に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

十
八

万
五
千
円

イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

住
宅
性
能

評
価
適
合

住
宅
で
あ

る
場
合
（

ウ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

五
万
三
千

円
ウ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

二
万
六

千
円

エ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
オ
及

び
カ
に
係

る
も
の
を



除
く
。
）

ア
に
掲

げ
る
額
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

オ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
住

宅
性
能
評

価
適
合
住

宅
で
あ
る

場
合
（
カ

に
係
る
も

の
を
除
く
。

）

九
万

九
千
円
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

カ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

ウ
に
掲
げ



る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

千
平
方
メ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

ー
ト
ル
を

そ
れ
ぞ
れ
次

超
え
三
千

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅

の
も
の
（

の
場
合
（

一
戸
建
て

イ
及
び
ウ

の
住
宅
の

に
係
る
も

場
合
に
あ

の
を
除
く
。

っ
て
は
、

）

三
十

千
平
方
メ

五
万
九
千

ー
ト
ル
を

円

超
え
る
も

イ

一
戸
建

の
）

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

住
宅
性
能

評
価
適
合

住
宅
で
あ

る
場
合
（

ウ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

八
万
九
千



円
ウ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

三
万
六

千
円

エ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
オ
及

び
カ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

ア
に
掲

げ
る
額
を

申
請
に
係

る
住
戸
数

で
除
し
て

得
た
金
額

オ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
住

宅
性
能
評

価
適
合
住

宅
で
あ
る

場
合
（
カ

に
係
る
も



の
を
除
く
。

）

十
八

万
三
千
円

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額
カ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

ウ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

三
千
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
五

に
定
め
る
額

千
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額



て
の
住
宅

ア

イ
又
は

を
除
く
。

ウ
に
係
る

）

も
の
以
外

の
場
合

六
十
三
万

六
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
で

あ
る
場
合

（
ウ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

三
十
一

万
千
円

ウ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

六
万

四
千
円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

五
千
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
一

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額



て
の
住
宅

ア

イ
又
は

を
除
く
。

ウ
に
係
る

）

も
の
以
外

の
場
合

百
八
万
八

千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
で

あ
る
場
合

（
ウ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

四
十
七

万
七
千
円

ウ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

十
万

七
千
円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

一
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
二

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額



て
の
住
宅

ア

イ
又
は

を
除
く
。

ウ
に
係
る

）

も
の
以
外

の
場
合

二
百
万
六

千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
で

あ
る
場
合

（
ウ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

八
十
六

万
四
千
円

ウ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

十
七

万
四
千
円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

二
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
三

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額



て
の
住
宅

ア

イ
又
は

を
除
く
。

ウ
に
係
る

）

も
の
以
外

の
場
合

二
百
八
十

六
万
二
千

円
イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
で

あ
る
場
合

（
ウ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

百
十
七

万
七
千
円

ウ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

二
十

一
万
三
千

円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

三
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
る

に
定
め
る
額

も
の
（
一

を
申
請
に
係

戸
建
て
の

る
住
戸
数
で



住
宅
を
除

除
し
て
得
た

く
。
）

金
額

ア

イ
又
は

ウ
に
係
る

も
の
以
外

の
場
合

三
百
五
十

万
五
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
で

あ
る
場
合

（
ウ
に
係

る
も
の
を

除
く
。
）

百
四
十

二
万
三
千

円
ウ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

二
十

二
万
七
千

円

住
宅

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

を
増

百
平
方
メ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

築
し
、
ー
ト
ル
以

そ
れ
ぞ
れ
次

又
は

内
の
も
の

に
定
め
る
額



改
築

ア

一
戸
建

し
よ

て
の
住
宅

う
と

の
場
合
（

す
る

イ
に
係
る

場
合

も
の
を
除

く
。
）

七
万
九
千

円
イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

一
万
三

千
円

ウ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
エ
に

係
る
も
の

を
除
く
。

）

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額
エ

共
同
住



宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

イ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

百
平
方
メ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

ー
ト
ル
を

そ
れ
ぞ
れ
次

超
え
二
百

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅

の
も
の

の
場
合
（

イ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

十
万
三
千

円
イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適



合
計
画
で

あ
る
場
合

一
万
六

千
円

ウ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
エ
に

係
る
も
の

を
除
く
。

）

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額
エ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

イ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額



床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

二
百
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
五

に
定
め
る
額

百
平
方
メ

ア

一
戸
建

ー
ト
ル
以

て
の
住
宅

内
の
も
の

の
場
合
（

イ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

十
七
万
四

千
円

イ

一
戸
建

て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

二
万
三

千
円

ウ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
エ
に

係
る
も
の

を
除
く
。

）

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸



数
で
除
し

て
得
た
金

額
エ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

イ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

五
百
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
千

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅

の
も
の

の
場
合
（

イ
に
係
る

も
の
を
除

く
。
）

二
十
七
万

四
千
円

イ

一
戸
建



て
の
住
宅

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

三
万
七

千
円

ウ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
エ
に

係
る
も
の

を
除
く
。

）

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額
エ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

イ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る



住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

千
平
方
メ

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

ー
ト
ル
を

そ
れ
ぞ
れ
次

超
え
三
千

に
定
め
る
額

平
方
メ
ー

ア

一
戸
建

ト
ル
以
内

て
の
住
宅

の
も
の
（

の
場
合
（

一
戸
建
て

イ
に
係
る

の
住
宅
の

も
の
を
除

場
合
に
あ

く
。
）

っ
て
は
、

五
十
三
万

千
平
方
メ

四
千
円

ー
ト
ル
を

イ

一
戸
建

超
え
る
も

て
の
住
宅

の
）

で
あ
っ
て
、

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

五
万
二

千
円

ウ

共
同
住

宅
等
の
場

合
（
エ
に

係
る
も
の

を
除
く
。



）

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額
エ

共
同
住

宅
等
で
あ

っ
て
、
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合

イ
に
掲
げ

る
額
を
申

請
に
係
る

住
戸
数
で

除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

三
千
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
五

に
定
め
る
額

千
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

イ
に
係



を
除
く
。

る
も
の
以

）

外
の
場
合

九
十
五

万
円

イ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

九
万

四
千
円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

五
千
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
一

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

イ
に
係

を
除
く
。

る
も
の
以

）

外
の
場
合

百
六
十

二
万
七
千

円
イ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

十
五



万
九
千
円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

一
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
二

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

イ
に
係

を
除
く
。

る
も
の
以

）

外
の
場
合

三
百
万

四
千
円

イ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

二
十

五
万
九
千

円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

二
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
三

に
定
め
る
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た



（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

イ
に
係

を
除
く
。

る
も
の
以

）

外
の
場
合

四
百
二

十
八
万
九

千
円

イ

長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

三
十

一
万
八
千

円

床
面
積
が

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

三
万
平
方

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

メ
ー
ト
ル

そ
れ
ぞ
れ
次

を
超
え
る

に
定
め
る
額

も
の
（
一

を
申
請
に
係

戸
建
て
の

る
住
戸
数
で

住
宅
を
除

除
し
て
得
た

く
。
）

金
額

ア

イ
に
係

る
も
の
以

外
の
場
合

五
百
二

十
五
万
三

千
円

イ

長
期
使



用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合

三
十

三
万
九
千

円

別
表
第
一
の
三
百
四
十
六
の
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅

住
宅

規
則
で
定

八
千
円
と
次

変
更
認
定

四
十

宅
建
築
等
計

の
普
及
の
促
進

を
新

め
る
と
こ

に
掲
げ
る
額

申
請
の
と

六
の

画
変
更
認
定

に
関
す
る
法
律

築
し

ろ
に
よ
り

を
合
算
し
た

き
。

四

申
請
手
数
料

第
八
条
第
二
項

よ
う

算
定
し
た

額
（
共
同
住

に
お
い
て
準
用

と
す

変
更
に
係

宅
等
の
場
合

す
る
同
法
第
五

る
場

る
建
築
物

に
あ
っ
て
は
、

条
第
一
項
か
ら

合

の
床
面
積

合
算
し
た
額

第
三
項
ま
で
の

（
以
下
こ

を
申
請
に
係

規
定
に
基
づ
く

の
項
に
お

る
住
戸
数
で

長
期
優
良
住
宅

い
て
「
床

除
し
て
得
た

建
築
等
計
画
の

面
積
」
と

金
額
）

変
更
の
認
定
の

い
う
。
）

ア

長
期
優

申
請
に
対
す
る

が
百
平
方

良
住
宅
の

審
査
（
三
百
四

メ
ー
ト
ル

普
及
の
促

十
六
の
五
の
項

以
内
の
も

進
に
関
す

に
係
る
も
の
を

の

る
法
律
第

除
く
。
）

六
条
第
一

項
第
一
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
一
号



変
更
」
と

い
う
。
）

の
場
合
（

イ
に
係
る

も
の
及
び

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

を
除
く
。

）

三
万

九
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

一

万
千
円
（

一
戸
建
て

の
住
宅
の

場
合
に
あ

っ
て
は
、

三
千
円
）

ウ

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律
第

六
条
第
一



項
第
二
号
、

第
四
号
又

は
第
五
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
二
号

等
変
更
」

と
い
う
。

）
の
場
合

（
長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合
を
除
く
。

）

六
千

円
エ

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律
第

六
条
第
一

項
第
三
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
三
号

変
更
」
と

い
う
。
）

の
場
合

二
千
円



床
面
積
が

一
万
円
と
次

変
更
認
定

百
平
方
メ

に
掲
げ
る
額

申
請
の
と

ー
ト
ル
を

を
合
算
し
た

き
。

超
え
二
百

額
（
共
同
住

平
方
メ
ー

宅
等
の
場
合

ト
ル
以
内

に
あ
っ
て
は
、

の
も
の

合
算
し
た
額

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

五
万
二
千

円
イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

一



万
七
千
円

（
一
戸
建

て
の
住
宅

の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

四
千
円
）

ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

七
千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

一
万
四
千
円

変
更
認
定

二
百
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
五

し
た
額
（
共

百
平
方
メ

同
住
宅
等
の

ー
ト
ル
以

場
合
に
あ
っ

内
の
も
の

て
は
、
合
算

し
た
額
を
申

請
に
係
る
住

戸
数
で
除
し



て
得
た
金
額

）ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

九
万
二
千

円
イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

三

万
六
千
円

（
一
戸
建

て
の
住
宅

の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

七
千
円
）

ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構



造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

二
万
四
千
円

変
更
認
定

五
百
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
千

し
た
額
（
共

平
方
メ
ー

同
住
宅
等
の

ト
ル
以
内

場
合
に
あ
っ

の
も
の

て
は
、
合
算

し
た
額
を
申

請
に
係
る
住

戸
数
で
除
し

て
得
た
金
額

）ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る



場
合
を
除

く
。
）

十
四
万
三

千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

五

万
七
千
円

（
一
戸
建

て
の
住
宅

の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

一
万
千
円

）
ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
六

千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千



円

床
面
積
が

三
万
四
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

ー
ト
ル
を

る
額
を
合
算

き
。

超
え
三
千

し
た
額
（
共

平
方
メ
ー

同
住
宅
等
の

ト
ル
以
内

場
合
に
あ
っ

の
も
の
（

て
は
、
合
算

一
戸
建
て

し
た
額
を
申

の
住
宅
の

請
に
係
る
住

場
合
に
あ

戸
数
で
除
し

っ
て
は
、

て
得
た
金
額

千
平
方
メ

）

ー
ト
ル
を

ア

第
一
号

超
え
る
も

変
更
の
場

の
）

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
十
九
万

千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一



号
変
更
の

場
合

十

一
万
六
千

円
（
一
戸

建
て
の
住

宅
の
場
合

に
あ
っ
て

は
、
二
万

千
円
）

ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

三
万
千

円
エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

六
万
二
千
円

変
更
認
定

三
千
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
五

し
た
額
を
申

千
平
方
メ

請
に
係
る
住

ー
ト
ル
以

戸
数
で
除
し



内
の
も
の

て
得
た
金
額

（
一
戸
建

ア

第
一
号

て
の
住
宅

変
更
の
場

を
除
く
。

合
（
イ
に

）

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

五
十
三
万

円
イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

二

十
万
五
千

円
ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

四
万
二



千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

十
万
五
千
円

変
更
認
定

五
千
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
一

し
た
額
を
申

万
平
方
メ

請
に
係
る
住

ー
ト
ル
以

戸
数
で
除
し

内
の
も
の

て
得
た
金
額

（
一
戸
建

ア

第
一
号

て
の
住
宅

変
更
の
場

を
除
く
。

合
（
イ
に

）

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

九
十
二
万

八
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の



場
合

三

十
一
万
七

千
円

ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

五
万
二

千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

十
七
万
二
千

変
更
認
定

一
万
平
方

円
と
次
に
掲

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

げ
る
額
を
合

き
。

を
超
え
二

算
し
た
額
を

万
平
方
メ

申
請
に
係
る

ー
ト
ル
以

住
戸
数
で
除

内
の
も
の

し
て
得
た
金

（
一
戸
建

額

て
の
住
宅

ア

第
一
号

を
除
く
。

変
更
の
場

）

合
（
イ
に

係
る
も
の



及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

百
七
十
三

万
七
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

五

十
九
万
六

千
円

ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

九
万
四

千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円



床
面
積
が

二
十
一
万
千

変
更
認
定

二
万
平
方

円
と
次
に
掲

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

げ
る
額
を
合

き
。

を
超
え
三

算
し
た
額
を

万
平
方
メ

申
請
に
係
る

ー
ト
ル
以

住
戸
数
で
除

内
の
も
の

し
て
得
た
金

（
一
戸
建

額

て
の
住
宅

ア

第
一
号

を
除
く
。

変
更
の
場

）

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
百
五
十

二
万
四
千

円
イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

八

十
三
万
八

千
円



ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

十
二
万

五
千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

二
十
二
万
五

変
更
認
定

三
万
平
方

千
円
と
次
に

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

掲
げ
る
額
を

き
。

を
超
え
る

合
算
し
た
額

も
の
（
一

を
申
請
に
係

戸
建
て
の

る
住
戸
数
で

住
宅
を
除

除
し
て
得
た

く
。
）

金
額

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
イ
に

係
る
も
の

及
び
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計



画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

三
百
十
二

万
千
円

イ

住
宅
性

能
評
価
適

合
住
宅
に

係
る
第
一

号
変
更
の

場
合

百

三
万
九
千

円
ウ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

十
五
万

七
千
円

エ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

住
宅

床
面
積
が

一
万
千
円
と

変
更
認
定

を
増

百
平
方
メ

次
に
掲
げ
る

申
請
の
と



築
し
、
ー
ト
ル
以

額
を
合
算
し

き
。

又
は

内
の
も
の

た
額
（
共
同

改
築

住
宅
等
の
場

し
よ

合
に
あ
っ
て

う
と

は
、
合
算
し

す
る

た
額
を
申
請

場
合

に
係
る
住
戸

数
で
除
し
て

得
た
金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

五
万
六
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

九
千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場



合

二
千

円

床
面
積
が

一
万
四
千
円

変
更
認
定

百
平
方
メ

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

ー
ト
ル
を

る
額
を
合
算

き
。

超
え
二
百

し
た
額
（
共

平
方
メ
ー

同
住
宅
等
の

ト
ル
以
内

場
合
に
あ
っ

の
も
の

て
は
、
合
算

し
た
額
を
申

請
に
係
る
住

戸
数
で
除
し

て
得
た
金
額

）ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

七
万
六
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合



計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
千

円
ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

二
万
千
円
と

変
更
認
定

二
百
平
方

次
に
掲
げ
る

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

額
を
合
算
し

き
。

を
超
え
五

た
額
（
共
同

百
平
方
メ

住
宅
等
の
場

ー
ト
ル
以

合
に
あ
っ
て

内
の
も
の

は
、
合
算
し

た
額
を
申
請

に
係
る
住
戸

数
で
除
し
て

得
た
金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

十
三
万
六



千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
六

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

三
万
五
千
円

変
更
認
定

五
百
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
千

し
た
額
（
共

平
方
メ
ー

同
住
宅
等
の

ト
ル
以
内

場
合
に
あ
っ

の
も
の

て
は
、
合
算

し
た
額
を
申

請
に
係
る
住

戸
数
で
除
し

て
得
た
金
額

）ア

第
一
号

変
更
の
場



合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
十
一
万

三
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

二
万
四

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

五
万
円
と
次

変
更
認
定

千
平
方
メ

に
掲
げ
る
額

申
請
の
と

ー
ト
ル
を

を
合
算
し
た

き
。

超
え
三
千

額
（
共
同
住

平
方
メ
ー

宅
等
の
場
合

ト
ル
以
内

に
あ
っ
て
は
、

の
も
の
（

合
算
し
た
額



一
戸
建
て

を
申
請
に
係

の
住
宅
の

る
住
戸
数
で

場
合
に
あ

除
し
て
得
た

っ
て
は
、

金
額
）

千
平
方
メ

ア

第
一
号

ー
ト
ル
を

変
更
の
場

超
え
る
も

合
（
長
期

の
）

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

四
十
三
万

五
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

四
万
七

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

九
万
二
千
円

変
更
認
定



三
千
平
方

と
次
に
掲
げ

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

る
額
を
合
算

き
。

を
超
え
五

し
た
額
を
申

千
平
方
メ

請
に
係
る
住

ー
ト
ル
以

戸
数
で
除
し

内
の
も
の

て
得
た
金
額

（
一
戸
建

ア

第
一
号

て
の
住
宅

変
更
の
場

を
除
く
。

合
（
長
期

）

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

七
十
九
万

三
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

六
万
三

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円



床
面
積
が

十
五
万
七
千

変
更
認
定

五
千
平
方

円
と
次
に
掲

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

げ
る
額
を
合

き
。

を
超
え
一

算
し
た
額
を

万
平
方
メ

申
請
に
係
る

ー
ト
ル
以

住
戸
数
で
除

内
の
も
の

し
て
得
た
金

（
一
戸
建

額

て
の
住
宅

ア

第
一
号

を
除
く
。

変
更
の
場

）

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

百
三
十
九

万
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

七
万
八

千
円

ウ

第
三
号



変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

二
十
五
万
七

変
更
認
定

一
万
平
方

千
円
と
次
に

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

掲
げ
る
額
を

き
。

を
超
え
二

合
算
し
た
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

第
一
号

を
除
く
。

変
更
の
場

）

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
百
六
十

万
四
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）



十
四
万

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

三
十
一
万
六

変
更
認
定

二
万
平
方

千
円
と
次
に

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

掲
げ
る
額
を

き
。

を
超
え
三

合
算
し
た
額

万
平
方
メ

を
申
請
に
係

ー
ト
ル
以

る
住
戸
数
で

内
の
も
の

除
し
て
得
た

（
一
戸
建

金
額

て
の
住
宅

ア

第
一
号

を
除
く
。

変
更
の
場

）

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

三
百
七
十

八
万
三
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構



造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

十
八
万

八
千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が

三
十
三
万
六

変
更
認
定

三
万
平
方

千
円
と
次
に

申
請
の
と

メ
ー
ト
ル

掲
げ
る
額
を

き
。

を
超
え
る

合
算
し
た
額

も
の
（
一

を
申
請
に
係

戸
建
て
の

る
住
戸
数
で

住
宅
を
除

除
し
て
得
た

く
。
）

金
額

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

四
百
六
十

七
万
九
千

円



イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

二
十
三

万
五
千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
二
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

低
炭
素
建
築

都
市
の
低
炭
素

規
則
で
定
め
る
と

四
万
二
百
円

認
定
申
請

九
十

物
新
築
等
計

化
の
促
進
に
関

こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
建
築
基
準

の
と
き
。

九
の

画
認
定
申
請

す
る
法
律
（
平

し
た
床
面
積
（
以

法
第
六
条
の

二
の

手
数
料

成
二
十
四
年
法

下
こ
の
項
に
お
い

二
第
一
項
又

二

律
第
八
十
四
号

て
「
床
面
積
」
と

は
第
七
条
の

）
第
五
十
三
条

い
う
。
）
が
二
百

二
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定

平
方
メ
ー
ト
ル
未

規
定
に
よ
る

に
基
づ
く
低
炭

満
の
も
の

指
定
を
受
け

素
建
築
物
新
築

た
指
定
確
認

等
計
画
の
認
定

検
査
機
関
、

の
申
請
に
対
す

エ
ネ
ル
ギ
ー

る
審
査
（
三
百

の
使
用
の
合

九
十
九
の
三
の

理
化
等
に
関



項
に
係
る
も
の

す
る
法
律
（

を
除
く
。
以
下

昭
和
五
十
四

こ
の
項
に
お
い

年
法
律
第
四

て
同
じ
。
）
の

十
九
号
）
第

う
ち
、
一
戸
建

七
十
六
条
第

て
の
住
宅
に
係

一
項
に
規
定

る
審
査
（
以
下

す
る
登
録
建

こ
の
項
に
お
い

築
物
調
査
機

て
「
戸
建
住
宅

関
又
は
住
宅

審
査
」
と
い
う
。

の
品
質
確
保

）

の
促
進
等
に

関
す
る
法
律

第
五
条
第
一

項
に
規
定
す

る
登
録
住
宅

性
能
評
価
機

関
の
う
ち
知

事
が
定
め
る

も
の
に
よ
り
、

都
市
の
低
炭

素
化
の
促
進

に
関
す
る
法

律
第
五
十
四

条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合

す
る
と
認
め

ら
れ
た
計
画

（
以
下
こ
の

項
及
び
三
百



九
十
九
の
四

の
項
に
お
い

て
「
低
炭
素

建
築
物
適
合

計
画
」
と
い

う
。
）
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
六

千
七
百
円
）

床
面
積
が
二
百
平

四
万
四
千
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
六

千
七
百
円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

七
万
五
千
八

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
共
同

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
三
千

認
定
申
請

住
宅
に
係
る
審

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

査
（
以
下
こ
の

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合



項
に
お
い
て
「

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

共
同
住
宅
審
査

場
合
に
あ
っ

」
と
い
う
。
）

て
は
、
二
万

二
千
四
百
円

）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
六
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
九
万
二

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
七
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

建
築
物
適
合

ー
ト
ル
未
満
の
も

計
画
で
あ
る

の

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）



床
面
積
が
二
万
五

百
万
六
千
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

四
千
円
（
低

の
と
き
。

の
も
の

炭
素
建
築
物

適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

三
十
万
五
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
八

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
住
宅

床
面
積
が
三
百
平

三
十
八
万
千

認
定
申
請

（
共
同
住
宅
を

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

含
む
。
）
以
外

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合



の
建
築
物
（
以

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

下
こ
の
項
及
び

場
合
に
あ
っ

三
百
九
十
九
の

て
は
、
二
万

四
の
項
に
お
い

九
千
三
百
円

て
「
そ
の
他
建

）

築
物
」
と
い
う
。

）
で
あ
っ
て
同

床
面
積
が
二
千
平

五
十
四
万
二

認
定
申
請

法
第
五
十
四
条

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

第
一
項
第
一
号

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

に
規
定
す
る
経

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

済
産
業
大
臣
、

る
場
合
に
あ

国
土
交
通
大
臣

っ
て
は
、
八

及
び
環
境
大
臣

万
四
千
円
）

が
定
め
る
基
準

（
以
下
こ
の
項

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
六

認
定
申
請

及
び
三
百
九
十

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

九
の
四
の
項
に

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

お
い
て
「
誘
導

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

基
準
」
と
い
う
。

る
場
合
に
あ

）
の
う
ち
、
特

っ
て
は
、
十

別
な
調
査
又
は

三
万
二
千
円

研
究
の
結
果
に

）

基
づ
く
方
法
以

外
の
方
法
を
用

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
七

認
定
申
請

い
た
も
の
に
係

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

る
審
査
（
以
下

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

こ
の
項
に
お
い

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

て
「
そ
の
他
標

の

る
場
合
に
あ

準
審
査
」
と
い

っ
て
は
、
十

う
。
）

六
万
六
千
円



）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
七

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

九
万
四
千
二

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
そ
の

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
四
千

認
定
申
請



他
建
築
物
で
あ

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

っ
て
誘
導
基
準

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

の
う
ち
、
特
別

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

な
調
査
又
は
研

場
合
に
あ
っ

究
の
結
果
に
基

て
は
、
二
万

づ
く
方
法
を
用

九
千
三
百
円

い
た
も
の
に
係

）

る
審
査
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
七

認
定
申
請

て
「
そ
の
他
モ

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

デ
ル
審
査
」
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

い
う
。
）

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
二
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
四

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十



六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
五
万
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

の
も
の

建
築
物
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

額
を
合
算
し

の
と
き
。

基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

た
額

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う

ア

戸
建
住

ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
そ
の
他

宅
審
査
に

建
築
物
に
係
る
審
査

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

そ
の
他

標
準
審
査

又
は
そ
の



他
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

額
を
合
算
し

の
と
き
。

基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

た
額

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う

ア

共
同
住

ち
、
共
同
住
宅
及
び
そ
の
他
建
築
物

宅
審
査
に

に
係
る
審
査

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

そ
の
他

標
準
審
査

又
は
そ
の

他
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

低
炭
素
建
築

都
市
の
低
炭
素

規
則
で
定
め
る
と

四
万
二
百
円

変
更
認
定

九
十

物
新
築
等
計

化
の
促
進
に
関

こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

九
の

画
変
更
認
定

す
る
法
律
第
五

し
た
床
面
積
（
以

築
物
適
合
計

き
。

四

申
請
手
数
料

十
五
条
第
二
項

下
こ
の
項
に
お
い

画
で
あ
る
場

に
お
い
て
準
用

て
「
床
面
積
」
と

合
に
あ
っ
て

す
る
同
法
第
五

い
う
。
）
が
二
百

は
、
六
千
七

十
三
条
第
一
項

平
方
メ
ー
ト
ル
未

百
円
）

の
規
定
に
基
づ

満
の
も
の



く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
二
百
平

四
万
四
千
三

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

る
審
査
（
三
百

合
計
画
で
あ

九
十
九
の
五
の

る
場
合
に
あ

項
に
係
る
も
の

っ
て
は
、
六

を
除
く
。
以
下

千
七
百
円
）

こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
に
係

る
審
査
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
「
戸
建
住
宅

審
査
」
と
い
う
。

）都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

七
万
五
千
八

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
三
千

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。



る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

共
同
住
宅
に
係

場
合
に
あ
っ

る
審
査
（
以
下

て
は
、
二
万

こ
の
項
に
お
い

二
千
四
百
円

て
「
共
同
住
宅

）

審
査
」
と
い
う
。

）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
六
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
九
万
二

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
七
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

建
築
物
適
合

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

計
画
で
あ
る

の

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）



床
面
積
が
二
万
五

百
万
六
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

四
千
円
（
低

申
請
の
と

の
も
の

炭
素
建
築
物

き
。

適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

三
十
万
五
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
八

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

三
十
八
万
千

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。



る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

そ
の
他
建
築
物

場
合
に
あ
っ

で
あ
っ
て
誘
導

て
は
、
二
万

基
準
の
う
ち
、

九
千
三
百
円

特
別
な
調
査
又

）

は
研
究
の
結
果

に
基
づ
く
方
法

床
面
積
が
二
千
平

五
十
四
万
二

変
更
認
定

以
外
の
方
法
を

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

用
い
た
も
の
に

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

係
る
審
査
（
以

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

下
こ
の
項
に
お

る
場
合
に
あ

い
て
「
そ
の
他

っ
て
は
、
八

標
準
審
査
」
と

万
四
千
円
）

い
う
。
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
六

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円



）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
七

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

九
万
四
千
二

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
四
千

変
更
認
定



の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

そ
の
他
建
築
物

場
合
に
あ
っ

で
あ
っ
て
誘
導

て
は
、
二
万

基
準
の
う
ち
、

九
千
三
百
円

特
別
な
調
査
又

）

は
研
究
の
結
果

に
基
づ
く
方
法

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
七

変
更
認
定

を
用
い
た
も
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

に
係
る
審
査
（

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

以
下
こ
の
項
に

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

お
い
て
「
そ
の

る
場
合
に
あ

他
モ
デ
ル
審
査

っ
て
は
、
八

」
と
い
う
。
）

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
二
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
四

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十



六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
五
万
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
八
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
も
の

建
築
物
適
合

き
。

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

法
律
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

額
を
合
算
し

申
請
の
と

準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項

た
額

き
。

の
規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新

ア

戸
建
住

築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

宅
審
査
に

対
す
る
審
査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の

掲
げ
る
手

住
宅
及
び
そ
の
他
建
築
物
に
係
る
審

数
料
額

査

イ

そ
の
他

標
準
審
査

又
は
そ
の



他
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

法
律
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

額
を
合
算
し

申
請
の
と

準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項

た
額

き
。

の
規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新

ア

共
同
住

築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

宅
審
査
に

対
す
る
審
査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及

掲
げ
る
手

び
そ
の
他
建
築
物
に
係
る
審
査

数
料
額

イ

そ
の
他

標
準
審
査

又
は
そ
の

他
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百

建
築
物
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ

規
則
で
定
め
る
と

三
万
六
千
八

認
定
申
請

九
十

ル
ギ
ー
消
費

ル
ギ
ー
消
費
性

こ
ろ
に
よ
り
算
定

百
円
（
エ
ネ

の
と
き
。

九
の

性
能
向
上
計

能
の
向
上
に
関

し
た
床
面
積
（
以

ル
ギ
ー
の
使

六

画
認
定
申
請

す
る
法
律
（
平

下
こ
の
項
に
お
い

用
の
合
理
化

手
数
料

成
二
十
七
年
法

て
「
床
面
積
」
と

等
に
関
す
る

律
第
五
十
三
号

い
う
。
）
が
二
百

法
律
第
七
十

）
第
二
十
九
条

平
方
メ
ー
ト
ル
未

六
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定

満
の
も
の

に
規
定
す
る



に
基
づ
く
建
築

登
録
建
築
物

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

調
査
機
関
又

消
費
性
能
向
上

は
住
宅
の
品

計
画
の
認
定
の

質
確
保
の
促

申
請
に
対
す
る

進
等
に
関
す

審
査
（
三
百
九

る
法
律
第
五

十
九
の
七
の
項

条
第
一
項
に

に
係
る
も
の
を

規
定
す
る
登

除
く
。
以
下
こ

録
住
宅
性
能

の
項
に
お
い
て

評
価
機
関
の

同
じ
。
）
の
う

う
ち
知
事
が

ち
、
一
戸
建
て

定
め
る
も
の

の
住
宅
に
係
る

に
よ
り
、
建

審
査
（
以
下
こ

築
物
の
エ
ネ

の
項
に
お
い
て

ル
ギ
ー
消
費

「
戸
建
住
宅
審

性
能
の
向
上

査
」
と
い
う
。

に
関
す
る
法

）

律
第
三
十
条

第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら

れ
た
計
画
（

以
下
こ
の
項

及
び
三
百
九

十
九
の
八
の

項
に
お
い
て

「
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上



基
準
適
合
計

画
」
と
い
う
。

）
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
六
千
七

百
円
）

床
面
積
が
二
百
平

四
万
九
百
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
六
千
七

百
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

七
万
二
千
三

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
二

ー
消
費
性
能

十
九
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
一

能
向
上
計
画
の

万
千
五
百
円

認
定
の
申
請
に

）

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
同
法
第

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
円
（

認
定
申
請

十
一
条
第
一
項

方
メ
ー
ト
ル
以
上

建
築
物
エ
ネ

の
と
き
。



に
規
定
す
る
住

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
ギ
ー
消
費

宅
部
分
（
一
戸

ル
未
満
の
も
の

性
能
向
上
基

建
て
の
住
宅
を

準
適
合
計
画

除
く
。
以
下
こ

で
あ
る
場
合

の
項
、
三
百
九

に
あ
っ
て
は
、

十
九
の
八
の
項

二
万
二
千
四

及
び
三
百
九
十

百
円
）

九
の
十
の
項
に

お
い
て
「
共
同

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
二
千

認
定
申
請

住
宅
」
と
い
う
。
方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

）
に
係
る
審
査

五
千
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

（
以
下
こ
の
項

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

に
お
い
て
「
共

上
基
準
適
合

同
住
宅
審
査
」

計
画
で
あ
る

と
い
う
。
）

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
八
万
九

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
六
万
七

認
定
申
請



方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
二
千
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

ネ
ル
ギ
ー
消

ー
ト
ル
未
満
の
も

費
性
能
向
上

の

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十

万
五
千
円
）



建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
四

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
二

ー
消
費
性
能

十
九
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
一

能
向
上
計
画
の

万
千
五
百
円

認
定
の
申
請
に

）

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
同
法
第

床
面
積
が
三
百
平

三
十
七
万
八

認
定
申
請

十
一
条
第
一
項

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

に
規
定
す
る
非

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

住
宅
部
分
（
以

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

下
こ
の
項
、
三

向
上
基
準
適

百
九
十
九
の
八

合
計
画
で
あ

の
項
及
び
三
百

る
場
合
に
あ

九
十
九
の
十
の

っ
て
は
、
二

項
に
お
い
て
「

万
九
千
三
百

非
住
宅
部
分
」

円
）

と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
建
築
物

床
面
積
が
二
千
平

五
十
三
万
九

認
定
申
請

エ
ネ
ル
ギ
ー
消

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

費
性
能
基
準
等

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

を
定
め
る
省
令

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

（
平
成
二
十
八

向
上
基
準
適

年
経
済
産
業
省

合
計
画
で
あ

・
国
土
交
通
省

る
場
合
に
あ

令
第
一
号
。
以

っ
て
は
、
八



下
こ
の
項
、
三

万
四
千
円
）

百
九
十
九
の
八

の
項
及
び
三
百

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
三

認
定
申
請

九
十
九
の
十
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

項
に
お
い
て
「

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

基
準
省
令
」
と

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

い
う
。
）
第
八

向
上
基
準
適

条
第
一
号
イ

合
計
画
で
あ

(1)

及
び
ロ

の
基

る
場
合
に
あ

(1)

準
を
用
い
た
も

っ
て
は
、
十

の
に
係
る
審
査

三
万
二
千
円

（
以
下
こ
の
項

）

に
お
い
て
「
非

住
宅
標
準
審
査

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
三

認
定
申
請

」
と
い
う
。
）

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
三

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ



る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
四

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

九
万
八
百
円

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

す
る
法
律
第
二

費
性
能
向
上

十
九
条
第
一
項

基
準
適
合
計

の
規
定
に
基
づ

画
で
あ
る
場

く
建
築
物
エ
ネ

合
に
あ
っ
て

ル
ギ
ー
消
費
性

は
、
一
万
千

能
向
上
計
画
の

五
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
千
円

認
定
申
請

う
ち
、
非
住
宅

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

部
分
で
あ
っ
て

二
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

基
準
省
令
第
八

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上



条
第
一
号
イ

基
準
適
合
計

(2)

及
び
ロ

の
基

画
で
あ
る
場

(2)

準
を
用
い
た
も

合
に
あ
っ
て

の
に
係
る
審
査

は
、
二
万
九

（
以
下
こ
の
項

千
三
百
円
）

に
お
い
て
「
非

住
宅
モ
デ
ル
審

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
三

認
定
申
請

査
」
と
い
う
。

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

）

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
一
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

エ
ネ
ル
ギ
ー



ー
ト
ル
未
満
の
も

消
費
性
能
向

の

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
六

万
六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
四
万
六

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
七
万
八

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請



向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

戸
建
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
一

宅
審
査
に

戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に

掲
げ
る
手

係
る
審
査

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

共
同
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
共

宅
審
査
に

同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審

掲
げ
る
手

査

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

三
百

建
築
基
準
関

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請



九
十

係
規
定
適
合

向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

九
の

審
査
の
申
出

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

七

を
併
せ
て
行

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

三
百
九

う
建
築
物
エ

の
申
請
で
あ
っ
て
、
同
法
第
三
十
条

十
九
の
六

ネ
ル
ギ
ー
消

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
建
築

の
項
に
掲

費
性
能
向
上

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画

げ
る
手
数

計
画
認
定
申

に
係
る
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項

料
額

請
手
数
料

に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に

イ

三
百
五

適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
の
申
出

十
七
の
項

を
併
せ
て
行
う
も
の
に
対
す
る
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

三
百

建
築
物
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ

規
則
で
定
め
る
と

三
万
六
千
八

変
更
認
定

九
十

ル
ギ
ー
消
費

ル
ギ
ー
消
費
性

こ
ろ
に
よ
り
算
定

百
円
（
建
築

申
請
の
と

九
の

性
能
向
上
計

能
の
向
上
に
関

し
た
床
面
積
（
以

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

八

画
変
更
認
定

す
る
法
律
第
三

下
こ
の
項
に
お
い

ー
消
費
性
能

申
請
手
数
料

十
一
条
第
二
項

て
「
床
面
積
」
と

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

い
う
。
）
が
二
百

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
二

平
方
メ
ー
ト
ル
未

る
場
合
に
あ

十
九
条
第
一
項

満
の
も
の

っ
て
は
、
六

の
規
定
に
基
づ

千
七
百
円
）

く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

床
面
積
が
二
百
平

四
万
九
百
円

変
更
認
定

能
向
上
計
画
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

変
更
の
認
定
の

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

申
請
に
対
す
る

費
性
能
向
上

審
査
（
三
百
九

基
準
適
合
計

十
九
の
九
の
項

画
で
あ
る
場

に
係
る
も
の
を

合
に
あ
っ
て

除
く
。
以
下
こ

は
、
六
千
七



の
項
に
お
い
て

百
円
）

同
じ
。
）
の
う

ち
、
一
戸
建
て

の
住
宅
に
係
る

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
審

査
」
と
い
う
。

）建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

七
万
二
千
三

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
一
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
二

る
場
合
に
あ

十
九
条
第
一
項

っ
て
は
、
一

の
規
定
に
基
づ

万
千
五
百
円

く
建
築
物
エ
ネ

）

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
円
（

変
更
認
定

変
更
の
認
定
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

建
築
物
エ
ネ

申
請
の
と

申
請
に
対
す
る

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
ギ
ー
消
費

き
。

審
査
の
う
ち
、

ル
未
満
の
も
の

性
能
向
上
基

共
同
住
宅
に
係

準
適
合
計
画

る
審
査
（
以
下

で
あ
る
場
合

こ
の
項
に
お
い

に
あ
っ
て
は
、

て
「
共
同
住
宅

二
万
二
千
四

審
査
」
と
い
う
。

百
円
）



）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
二
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
八
万
九

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
六
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十



三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
二
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

費
性
能
向
上

の

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十

万
五
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
四

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
建
築

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
一
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
二

る
場
合
に
あ



十
九
条
第
一
項

っ
て
は
、
一

の
規
定
に
基
づ

万
千
五
百
円

く
建
築
物
エ
ネ

）

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の

床
面
積
が
三
百
平

三
十
七
万
八

変
更
認
定

変
更
の
認
定
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

申
請
に
対
す
る

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

審
査
の
う
ち
、

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

非
住
宅
部
分
で

向
上
基
準
適

あ
っ
て
基
準
省

合
計
画
で
あ

令
第
八
条
第
一

る
場
合
に
あ

号
イ

及
び
ロ

っ
て
は
、
二

(1)
の
基
準
を
用

万
九
千
三
百

(1)い
た
も
の
に
係

円
）

る
審
査
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

床
面
積
が
二
千
平

五
十
三
万
九

変
更
認
定

て
「
非
住
宅
標

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

準
審
査
」
と
い

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

う
。
）

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
三

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適



合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
三

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
三

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
四

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と



の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

九
万
八
百
円

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

す
る
法
律
第
三

費
性
能
向
上

十
一
条
第
二
項

基
準
適
合
計

に
お
い
て
準
用

画
で
あ
る
場

す
る
同
法
第
二

合
に
あ
っ
て

十
九
条
第
一
項

は
、
一
万
千

の
規
定
に
基
づ

五
百
円
）

く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
千
円

変
更
認
定

能
向
上
計
画
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

変
更
の
認
定
の

二
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

申
請
に
対
す
る

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

審
査
の
う
ち
、

基
準
適
合
計

非
住
宅
部
分
で

画
で
あ
る
場

あ
っ
て
基
準
省

合
に
あ
っ
て

令
第
八
条
第
一

は
、
二
万
九

号
イ

及
び
ロ

千
三
百
円
）

(2)
の
基
準
を
用

(2)い
た
も
の
に
係

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
三

変
更
認
定



る
審
査
（
以
下

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

こ
の
項
に
お
い

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

て
「
非
住
宅
モ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

デ
ル
審
査
」
と

向
上
基
準
適

い
う
。
）

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
一
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

消
費
性
能
向

の

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
六

万
六
千
円
）



床
面
積
が
二
万
五

四
十
四
万
六

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
七
万
八

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第

額
を
合
算
し

申
請
の
と

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

た
額

き
。

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

戸
建
住

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

宅
審
査
に

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

掲
げ
る
手

審
査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及

数
料
額

び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

イ

非
住
宅



標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第

額
を
合
算
し

申
請
の
と

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

た
額

き
。

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

共
同
住

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

宅
審
査
に

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

掲
げ
る
手

審
査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住

数
料
額

宅
部
分
に
係
る
審
査

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

三
百

建
築
基
準
関

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

九
十

係
規
定
適
合

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第

額
を
合
算
し

申
請
の
と

九
の

審
査
の
申
出

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

た
額

き
。

九

を
併
せ
て
行

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

三
百
九

う
建
築
物
エ

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

十
九
の
八

ネ
ル
ギ
ー
消

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、

の
項
に
掲

費
性
能
向
上

同
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基

げ
る
手
数

計
画
変
更
認

づ
く
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

料
額



定
申
請
手
数

性
能
向
上
計
画
に
係
る
建
築
基
準
法

イ

三
百
五

料

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基

十
七
の
項

準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

に
掲
げ
る

の
審
査
の
申
出
を
併
せ
て
行
う
も
の

手
数
料
額

に
対
す
る
審
査

三
百

建
築
物
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ

規
則
で
定
め
る
と

三
万
六
千
八

認
定
申
請

九
十

ル
ギ
ー
消
費

ル
ギ
ー
消
費
性

こ
ろ
に
よ
り
算
定

百
円
（
エ
ネ

の
と
き
。

九
の

性
能
基
準
適

能
の
向
上
に
関

し
た
床
面
積
（
以

ル
ギ
ー
の
使

十

合
認
定
申
請

す
る
法
律
第
三

下
こ
の
項
に
お
い

用
の
合
理
化

手
数
料

十
六
条
第
一
項

て
「
床
面
積
」
と

等
に
関
す
る

の
規
定
に
基
づ

い
う
。
）
が
二
百

法
律
第
七
十

く
建
築
物
エ
ネ

平
方
メ
ー
ト
ル
未

六
条
第
一
項

ル
ギ
ー
消
費
性

満
の
も
の

に
規
定
す
る

能
基
準
適
合
の

登
録
建
築
物

認
定
の
申
請
に

調
査
機
関
又

対
す
る
審
査
の

は
住
宅
の
品

う
ち
、
一
戸
建

質
確
保
の
促

て
の
住
宅
で
あ

進
等
に
関
す

っ
て
基
準
省
令

る
法
律
第
五

第
一
条
第
一
項

条
第
一
項
に

第
二
号
イ

及

規
定
す
る
登

（1）

び
ロ

の
基
準

録
住
宅
性
能

（1）

を
用
い
た
も
の

評
価
機
関
の

に
係
る
審
査
（

う
ち
知
事
が

以
下
こ
の
項
に

定
め
る
も
の

お
い
て
「
戸
建

に
よ
り
、
建

住
宅
性
能
審
査

築
物
の
エ
ネ

」
と
い
う
。
）

ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上



に
関
す
る
法

律
第
二
条
第

一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら

れ
た
建
築
物

（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準

適
合
建
築
物

」
と
い
う
。

）
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
六
千
七

百
円
）

床
面
積
が
二
百
平

四
万
九
百
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

六
千
七
百
円

）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

七
万
二
千
三

認
定
申
請



ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
一
項

基
準
適
合
建

の
規
定
に
基
づ

築
物
で
あ
る

く
建
築
物
エ
ネ

場
合
に
あ
っ

ル
ギ
ー
消
費
性

て
は
、
一
万

能
基
準
適
合
の

千
五
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
円
（

認
定
申
請

う
ち
、
共
同
住

方
メ
ー
ト
ル
以
上

建
築
物
エ
ネ

の
と
き
。

宅
で
あ
っ
て
基

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
ギ
ー
消
費

準
省
令
第
一
条

ル
未
満
の
も
の

性
能
基
準
適

第
一
項
第
二
号

合
建
築
物
で

イ

及
び
ロ

あ
る
場
合
に

（1）

（1）

の
基
準
を
用
い

あ
っ
て
は
、

た
も
の
に
係
る

二
万
二
千
四

審
査
（
以
下
こ

百
円
）

の
項
に
お
い
て

「
共
同
住
宅
性

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
二
千

認
定
申
請

能
審
査
」
と
い

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

う
。
）

五
千
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
基

準
適
合
建
築

物
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
八
万
九

認
定
申
請



方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
六
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
二
千
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

ネ
ル
ギ
ー
消

ー
ト
ル
未
満
の
も

費
性
能
基
準

の

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

二
十
万
二
千

円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

認
定
申
請



方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基

準
適
合
建
築

物
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
三
十
万

五
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
二
百
平

一
万
九
千
七

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
一
項

基
準
適
合
建

の
規
定
に
基
づ

築
物
で
あ
る

く
建
築
物
エ
ネ

場
合
に
あ
っ

ル
ギ
ー
消
費
性

て
は
、
六
千

能
基
準
適
合
の

七
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
二
百
平

二
万
千
百
円

認
定
申
請

う
ち
、
一
戸
建

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

て
の
住
宅
で
あ

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

っ
て
基
準
省
令

費
性
能
基
準

第
一
条
第
一
項

適
合
建
築
物

第
二
号
イ

及

で
あ
る
場
合

(2)

び
ロ

の
基
準

に
あ
っ
て
は
、

(2)

を
用
い
た
も
の

六
千
七
百
円

に
係
る
審
査
（

）

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
戸
建



住
宅
仕
様
審
査

」
と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

三
万
五
千
四

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
一
項

基
準
適
合
建

の
規
定
に
基
づ

築
物
で
あ
る

く
建
築
物
エ
ネ

場
合
に
あ
っ

ル
ギ
ー
消
費
性

て
は
、
一
万

能
基
準
適
合
の

千
五
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

六
万
円
（
建

認
定
申
請

う
ち
、
共
同
住

方
メ
ー
ト
ル
以
上

築
物
エ
ネ
ル

の
と
き
。

宅
で
あ
っ
て
基

二
千
平
方
メ
ー
ト

ギ
ー
消
費
性

準
省
令
第
一
条

ル
未
満
の
も
の

能
基
準
適
合

第
一
項
第
二
号

建
築
物
で
あ

イ

及
び
ロ

る
場
合
に
あ

(2)

(2)

の
基
準
を
用
い

っ
て
は
、
二

た
も
の
に
係
る

万
二
千
四
百

審
査
（
以
下
こ

円
）

の
項
に
お
い
て

「
共
同
住
宅
仕

床
面
積
が
二
千
平

十
万
七
千
円

認
定
申
請

様
審
査
」
と
い

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

う
。
）

五
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
基
準

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、



四
万
七
千
七

百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

十
六
万
千
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
基
準

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

八
万
四
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

二
十
九
万
五

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
九
万
七

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ



て
は
、
二
十

万
二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

八
十
七
万
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

三
十
万
五
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
四

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
一
項

基
準
適
合
建

の
規
定
に
基
づ

築
物
で
あ
る

く
建
築
物
エ
ネ

場
合
に
あ
っ

ル
ギ
ー
消
費
性

て
は
、
一
万

能
基
準
適
合
の

千
五
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

三
十
七
万
八

認
定
申
請

う
ち
、
非
住
宅

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

部
分
で
あ
っ
て

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

基
準
省
令
第
一

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

条
第
一
項
第
一

基
準
適
合
建

号
イ
の
基
準
を

築
物
で
あ
る

用
い
た
も
の
に

場
合
に
あ
っ



係
る
審
査
（
以

て
は
、
二
万

下
こ
の
項
に
お

九
千
三
百
円

い
て
「
非
住
宅

）

標
準
審
査
」
と

い
う
。
）

床
面
積
が
二
千
平

五
十
三
万
九

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る



場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
六

万
六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
三

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
四

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

九
万
八
百
円

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

す
る
法
律
第
三

費
性
能
基
準

十
六
条
第
一
項

適
合
建
築
物



の
規
定
に
基
づ

で
あ
る
場
合

く
建
築
物
エ
ネ

に
あ
っ
て
は
、

ル
ギ
ー
消
費
性

一
万
千
五
百

能
基
準
適
合
の

円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
千
円

認
定
申
請

う
ち
、
非
住
宅

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

部
分
で
あ
っ
て

二
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

基
準
省
令
第
一

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
基
準

条
第
一
項
第
一

適
合
建
築
物

号
ロ
の
基
準
を

で
あ
る
場
合

用
い
た
も
の
に

に
あ
っ
て
は
、

係
る
審
査
（
以

二
万
九
千
三

下
こ
の
項
に
お

百
円
）

い
て
「
非
住
宅

モ
デ
ル
審
査
」

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
三

認
定
申
請

と
い
う
。
）

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
一
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建



築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

エ
ネ
ル
ギ
ー

ー
ト
ル
未
満
の
も

消
費
性
能
基

の

準
適
合
建
築

物
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万

六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
四
万
六

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
七
万
八

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建



築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
適
合
の
認
定

ア

戸
建
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
一

宅
性
能
審

戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に

査
又
は
戸

係
る
審
査

建
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
適
合
の
認
定

ア

共
同
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
共

宅
性
能
審

同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審

査
又
は
共



査

同
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
二
の
七
の
四
の
項
中
「
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項

」
に
、
「
二
万
五
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
五
の
項
中
「
三
十
三
時
間
」

を
「
五
十
六
時
間
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」
を
「
三
万
円
」
に
、
「
二
十
時
間
」
を
「
三
十
二
時
間

」
に
、
「
一
万
三
千
円
」
を
「
二
万
千
円
」
に
、
「
四
十
四
時
間
」
を
「
五
十
四
時
間
」
に
、
「
二

万
五
千
円
」
を
「
三
万
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
４
中
「
五
十
三
時
間
」
を
「
八
十
八
時
間
」

に
、
「
三
十
三
時
間
」
を
「
五
十
六
時
間
」
に
、
「
二
十
時
間
」
を
「
三
十
二
時
間
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
農
業
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
授
業
料
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は

受
講
料
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

大
学
校
が
行
う
短
期
の
研
修
を
受
け
る
者
は
、
受
講
料
を
知
事
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
受
講
料
の
一
回
当
た
り
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

種

別

全
日
研
修

半
日
研
修

ア
グ
リ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
に
係
る
研
修

七
百
円

三
百
五
十
円



フ
ー
ド
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
学
科
に
係
る
研
修

三
千
三
百
円

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

既
納
の
授
業
料
又
は
受
講
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
十
五
号
を
削
る
。

別
表
第
四
の
十
五
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
の
改
正
規
定

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

二

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
二
の
七
の
四
の
項
の
改
正
規
定
（
「
二
万
五
千
円
」
を

「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
表
の
七
の
五
の
項
の
改
正
規
定
（
「
四
十

四
時
間
」
を
「
五
十
四
時
間
」
に
、
「
二
万
五
千
円
」
を
「
三
万
千
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。

）

規
則
で
定
め
る
日

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
知
事
に
対
す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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